
告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
九
号 

令
和
八
年
三
月
八
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
南
第
二
区 

川
口
市
）
に
お
い
て
、

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
候
補
者
が
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
を
開
始
で
き
る
期

日
は
、
二
月
二
十
七
日
と
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 
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